
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立長寿医療研究センターの役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　　

法人の長

① 役員報酬の支給水準の設定についての考え方

② 平成２６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２６年度における改定内容

別 添 

役員報酬規程に則り支給している。 

役員報酬の報酬の種類として、年棒及び手当がある。 

年棒は、月例年棒、業績年棒としている。 

手当は、通勤手当、単身赴任手当、地域手当としている。 
月例年棒は、基本年棒表に規定する号俸に応じた月例年棒とし、法人
の長は、5号俸としている。 
業績年棒は、前年度の業績年棒の額に前年度の厚生労働省独立行
政法人評価委員会の業績評価を踏まえ、評価に応じた割合を乗じて
得た額とする。 

通勤手当、単身赴任手当に関しては、職員給与規程に沿って支給す

る。 
地域手当は、常勤役員に支給し、月例給に100分の15を乗じて得た額
とする。 

また、業績年棒の支給額については、上記で算出した額の2分の１の

額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の区分に応じ、

その割合を乗じて得た額とする。 

平成26年8月に人事院より国家公務員の給与改定に関する勧告がなさ
れた。それにより、業績年棒（国家公務員の期末・勤勉手当に相当）の
支給月数を0.15月分引き上げた。 

また、自動車等に係る通勤手当の引上げも行った。 

 センターは、加齢に伴って生ずる心身の変化およびそれに起因する疾患であって高齢者
が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするものに係る医療に関し、調査、研
究および技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等
を行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の
向上を図り、もって公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的としている。 
 なお、研究開発を主要な業務とする他NC法人の長の報酬水準についても平成25年度の
公表資料を基に公表対象年度の役員報酬規程に記載された本俸額等で推測すると、平成
26年度は、年間平均1,900万円程と推定され、理事についても1,600万円から1,800万円、
非常勤の理事、監事も100万円から300万円と概ね当法人と同程度である。 また、役員の報
酬等の支給基準については、独立行政法人通則法にお いて、国家公務員の給与、民間
企業の役員の報酬等、当該独立行政法人の業務の実績等を考慮して定めることとされてい
るため、国家公務員指定職の平均給与月額1,021千円（平成26年度国家公務員給与等実
態調査より）と、当センターの法人の長と理事の平均給与月額948千円と比較しても概ね当
法人と同程度である。  

 厚生労働省独立行政法人評価委員会の業績評価結果から、役員報酬規程により、手
当の割合を100分の110と業績年俸の増額ができるところ、社会情勢等を総合的に勘案
して去年と同水準である100分の100とした。 



理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

該当者なし

役員報酬規程に則り支給している。 

役員報酬の報酬の種類として、年棒及び手当がある。 

年棒は、月例年棒、業績年棒としている。 

手当は、通勤手当、単身赴任手当、地域手当としている。 
月例年棒は、基本年棒表に規定する号俸に応じた月例年棒とし、理
事は、3号俸又は4号俸としている。 

業績年棒は、前年度の業績年棒の額に前年度の厚生労働省独立行

政法人評価委員会の業績評価を踏まえ、評価に応じた割合を乗じて

得た額とする。 
また、業績年棒の支給額については、上記で算出した額の2分の1の
額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間の区分に応
じ、その割合を乗じて得た額とする。 
通勤手当、単身赴任手当に関しては、職員給与規程に沿って支給
する。 
地域手当は、常勤役員に支給し、月例給に100分の15を乗じて得た
額とする。 
平成26年8月に人事院より国家公務員の給与改定に関する勧告がな
された。それにより、業績年棒（国家公務員の期末・勤勉手当に相
当）の支給月数を0.15月分引き上げた。 
 また、自動車等に係る通勤手当の引上げも行った。 
 

役員報酬規程に則り支給している。 
非常勤の役員の報酬は、日額60，000円とする。 

役員報酬規程に則り支給している。 
非常勤の役員の報酬は、日額60，000円とする。 



２　役員の報酬等の支給状況
平成２６年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

155 （通勤手当）

420 （単身赴任手当）

1,771 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

85 （通勤手当）

1,642 （地域手当）
千円 千円 千円 千円

660 660 0 0
（　　　　）

4月1日

千円 千円 千円 千円

1,260 1,260 0 0
（　　　　）

4月1日

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440 0 0
（　　　　）

4月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

役名

B監事
（非常勤）

A監事
（非常勤）

18,966 11,808 4,812 4月1日

10,944A理事

B理事
（非常勤）

17,255

法人の長

その他（内容）
前職

4,584

就任・退任の状況

4月1日



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

 当法人の理事長は、国の政策や関係学会との連携を図りながら、我が

国の長寿医療研究や医療水準の向上を目指して、病院、研究所などの

各部門400人を超える職員やレジデント、客員・非常勤研究者などを統率

して、加齢に伴う疾患の分野における臨床、研究や人材育成、政策提言

などの面で成果を継続して生み出すことが求められている。 
 研究開発を主要な業務とする他NC法人の長の報酬水準についても年
間平均1,900万円程であり、概ね当法人と同程度である。   
 こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当と考えられる。  
 また、当法人の平成25年度業務実績評価結果については、評価項目
毎の評価が全項目A評価以上であり、この点を踏まえても、報酬水準は妥
当と考えられる。 

 当法人の理事は、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因す

る疾患であって高齢者が自立 した日常生活を営むために特に治療を必

要とするものを克服するため、理事長とともに病院、研究所の連携を基

盤としながら、 諸疾患の発症機序解明や新しい医療技術開発を目指す

橋渡し研究及び臨床に直結した研究・開発につなげ、これらの成果を通

じて、長寿医療の普及に向けた教育・研修、国際交流の推進に資するこ

とが求められている。 
 研究開発を主要な業務とする他NC法人の理事の報酬水準についても
年間1,600万円から1,800万円程であり、概ね当法人と同程度である。   
 こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は
妥当と考えられる。  
 また、当法人の平成25年度業務実績評価結果については、評価項目
毎の評価が全項目A評価以上であり、この点を踏まえても、報酬水準は
妥当と考えられる。 

 当法人の理事（非常勤）は、他の機関における長寿医療に関する臨床
や研究のあり方に通暁し、また、産業界との連携等についても知見があ
り、センターにおける研究等の適正な運営や一層の展開に有益な参画を
行える人物が求められている。 
 研究開発を主要な業務とする他NC法人の理事（非常勤）の報酬水準に
ついても年間100万円から300万円程であり、概ね当法人と同程度である。   
 こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥
当と考えられる。  
 また、当法人の平成25年度業務実績評価結果については、評価項目毎
の評価が全項目A評価以上であり、この点を踏まえても、報酬水準は妥当
と考えられる。 
 



　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

該当者なし

 当法人の監事（非常勤）は、常に業務運営の実施状況を把握するとともに

会計経理の適正を期することを目的とするセンターの監事業務を、理事会等

の重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類を閲覧するなどの方法に

より適切に監査を実施できる人物が求められている。 
 研究開発を主要な業務とする他NC法人の監事（非常勤）の報酬水準につ
いても年間100万円から300万円程であり、概ね当法人と同程度である。  
 こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当
と考えられる。  
 また、当法人の平成25年度業務実績評価結果については、評価項目毎の
評価が全項目A評価以上であり、この点を踏まえても、報酬水準は妥当と考
えられる。 
 

 当該役員の報酬は、研究開発を主要な業務とする他法人の役員の報酬

額と比較しても妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性

や平成25年度業務実績評価結果に鑑みても妥当な報酬水準であると考え

る。 



４　役員の退職手当の支給状況（平成２６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

24,911 4 0 H26.3.31 1.0
＊注１

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注１：退職手当支給額については、国の職員として在職した期間を含めて計算している。

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事A
（非常勤）

理事B
（非常勤）

理事B

理事A
（非常勤）

監事A

理事A

法人の長

法人での在職期間

監事B
（非常勤）

監事B



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

監事B
（非常勤）

判断理由
　在任期間4年における当法人の業績を踏まえ、厚生労働省独立行政法人評価委員会において、業績勘案率

1.0と決定された。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

法人の長

理事A
（非常勤）

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

該当者なし

理事B
（非常勤）

監事A

監事B

監事A
（非常勤）

理事A

理事B

 前年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会の業績評価を踏まえ当該年度の評
価結果に応じた割合を乗じて算出している。 
 また、今後についても主務大臣の業績評価を踏まえ、社会情勢等を総合的に勘案
しながら、取り組んでいく。 



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　職員の給与水準は、独立行政法人通則法第63条第3項の規定に基づき、法人の業務の実
績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるよう決定している。
　また、以下のデータも参考とした。
　国家公務員・・・・平成26年度において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の
平均給与月額408千円となっているが、全職種の平均給与月額は、415千円となっている。
　職種別民間給与実態調査において、医療職の医師等（医長以上含む）の平均支給月額
1,037千円で、当センターの医師等の平均月額が927千円となっている。
　また、事務職についても民間給与の実績（部長等含む）は、平均支給月額507千円で、
当センターの事務の平均給与月額は、398千円となっている。

　　中央省庁等改革基本法第38条第1項第6号の規定等に基づき、職員の業績を給与に
　反映している。
　　また、能率、勤務成績が反映される給与の内容としては、以下となる。
〇賞与　業績年棒： 室長以上の研究職、医長以上の医師については、前年度の業績を考慮

の上、80/100から120/100の範囲で定める割合を前年度の業績年棒に乗
じた額を支給

〇賞与　業績手当： 常勤職員（年俸制職員を除く）について、業績に応じて定める割合を算定
　（業績反映部分） 基礎額に乗じた額を支給

〇賞与　業績手当： 当該年度の医業収支が特に良好な場合に、業績に応じて定める割合を
（年度末賞与） 算定基礎額に乗じた額を支給

〇基本給　 昇給： 常勤職員の勤務成績に応じて、5段階の昇給を行う

　平成22年度後期より開始した業績評価制度を26年度も継続して実施した。
　平成25年度後期及び26年度前期の業績評価の結果を、26年度の賞与等に反映させる
　とともに、平成26年度後期の業績評価の結果を、平成27年度賞与等に反映させることと
　している。

　③　 給与制度の内容及び平成２６年度における主な改定内容

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

 職員給与規程に則り、基本給、年棒及び手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴

任手当、地域手当、役職手当、特殊業務手当、附加職務手当、超過勤務手当、休日給、

夜勤手当、宿日直等手当、役職員特別勤務手当、業績手当、医師手当、医師業務手当、

研究員調整手当、専門看護手当及び看護師初任給調整手当）としている。 

 業績手当は、基礎的支給部分、業績反映部分、年度末賞与の合計とする。 

 基礎的支給部分については、基礎的算定基礎額（基本給+扶養手当+地域手当+研究員

調整手当+役職加算額+役付加算額）に６月に支給する場合、100分の122．5（役員100分

の102．5）、12月に支給する場合は、100分の137．5（役員100分の117．5）を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、割合を乗じ

て得た額とする。 
 業績反映部分については、支給総額（業績反映部分算定基礎額（基本給+基本給に対
する地域手当+基本給に対する研究員調整手当+役職加算額+役付加算額）+扶養手当+
扶養手当に対する地域手当+扶養手当に対する研究員調整手当）に対して役職員とそれ
以外の職員に区分して、それぞれの各職員のポイントにより得た額とする。 

年度末賞与は、当該年度の医業収入が特に良好な場合に支給されるが当年度の支給実

績はない。 
 また、基本年棒表適用職員の業績年棒は、業績手当の支給割合を考慮して決定し、年２
回、特定の月（6月及び12月）に半額ずつ支給される。業績年棒の額は、当該職員の前年
度の業績年棒の額、前年度の当該職員の業務の実績を考慮の上、100分の80から120ま
での範囲内で定める割合を乗じて得た額とする。 

 
人事院勧告を踏まえ、以下の改定を行った。 
①初任給など若年層に重点を置いた基本給の引上げを行った。 
 （基本給の平均改定率 0.35%） 

②常勤職員の自動車等に係る通勤手当の引上げを行った。 
③常勤職員の業績手当（業績反映部分）の支給割合を0.15月分引上げた。 
 また、基本年棒表に定める業績年棒額について、月例給の0.15月分に相当する額の 
引き上げを行った。（平成26年12月支給分から適用。） 



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

294 40.0 5,620 4,273 95 1,347
人 歳 千円 千円 千円 千円

21 43.3 6,964 5,242 190 1,722
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 44.1 13,179 10,657 171 2,522
人 歳 千円 千円 千円 千円

176 40.2 5,114 3,849 63 1,265
人 歳 千円 千円 千円 千円

10 48.7 5,181 3,856 57 1,325
人 歳 千円 千円 千円 千円

61 36.4 4,900 3,706 137 1,194
人 歳 千円 千円 千円 千円

2 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 32.0 3,624 2,753 108 871

注１．常勤職員には、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。 

注２．上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。 

注３．常勤職員の研究職については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから人数以外

　　　は記載していない。 

注4．常勤職員の福祉職種については、該当者が2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから人数以外 

　　　は記載していない。 

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

・平成２６年度を通じて在職し、かつ、平成２７年４月１日に在職する職員（休暇等により給与が減額された者を除く）の状況である。

人 歳 千円 千円 千円 千円

55 53.0 13,138 10,240 133 2,898
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 54.5 16,371 12,970 174 3,401
人 歳 千円 千円 千円 千円

28 51.5 10,021 7,608 94 2,413

注１．常勤職員には、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。 
注２．上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。 

人 歳 千円 千円 千円 千円

8 49.0 8,106 6,247 154 1,859
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 49.0 8,106 6,247 154 1,859

注１．上記職種以外の職種については、該当する職員がいないため、欄を記載していない。 

・「在外職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

・平成２６年度を通じて在職し、かつ、平成２７年４月１日に在職する職員（休暇等により給与が減額された者を除く）の状況である。

任期付職員（年棒制）

福祉職種
（児童指導員等）

副院長等
（副院長・部長・医長）

医療職種
（病院看護師）

常勤職員

人員

研究職種

区分

医療職種
（医療技術職）

療養介助職種

医療職種
（病院医師）

うち賞与

副所長等
（副所長・部長・室長）

常勤職員（年棒制）

平均年齢
総額

事務・技術

研究職種

うち所定内
平成２６年度の年間給与額（平均）

技能職種
（看護補助者等）



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師））〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：該当者が2人以下の年齢階層については、平均給与額の折れ線グラフを表示していない。
注２：該当者が4人以下の年齢階層については、第1・第3四分位の折れ線グラフを表示していない。
注３：20-23歳の年齢区分については、該当者がいないため、グラフを表示していない。

注１：該当者が2人以下の年齢階層については、平均給与額の折れ線グラフを表示していない。
注２：該当者が4人以下の年齢階層については、第1・第3四分位の折れ線グラフを表示していない。
注３：20-23歳、24-27歳、28-31歳の年齢区分については、該当者がいないため、グラフを表示していない。
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注１：該当者が2人以下の年齢階層については、平均給与額の折れ線グラフを表示していない。
注２：該当者が4人以下の年齢階層については、第1・第3四分位の折れ線グラフを表示していない。
注３：20-23歳、24-27歳、28-31歳の年齢区分については、該当者がいないため、グラフを表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

3 51.2 8,721

4 32.3 4,020

（研究職員）

平均
人 歳 千円

28 51.5 9,927

（医療職員（病院医師））

平均
人 歳 千円

27 54.5 16,197

16 44.1 13,008

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

9 48.7 7,055

142 38.8 4,760

千円

看護師長 7,688　～　6,355

看護師 6,026　～　3,531

医師 14,212　～　11,521

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

部長・室長・医長 17,732　～　14,241

年間給与額

部長・室長 14,927　～　7,229

分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

最高～最低

課長

係員

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

分布状況を示すグループ

千円

―

最高～最低

―

平均年齢人員

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病
院看護師））

注：該当者が4人以下の職位については、当該個人に関する情報が特定されるおそれのある
ことから年間給与額の「最高～最低」は、表示していない。



④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

54.2 53.6 53.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.8 46.4 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 49.1～44.2　 49.7～44.8 49.4～44.5

％ ％ ％

61.4 61.1 61.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.6 38.9 38.8

％ ％ ％

         最高～最低 43.1～37.0 43.6～37.0 42.2～37.0

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

0.0 0.0 0.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

         最高～最低 100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

― ― ―

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

― ― ―

％ ％ ％

         最高～最低 ― ― ―

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

0.0 0.0 0.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

         最高～最低 100.0 100.0 100.0

％ ％ ％

61.6 61.8 61.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.4 38.2 38.3

％ ％ ％

         最高～最低 44.4～36.6 42.2～36.6 43.0～36.6

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

53.7 53.8 53.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 46.2 46.3

％ ％ ％

         最高～最低 49.4～44.2 46.6～44.7 47.7～44.5

％ ％ ％

61.8 61.7 61.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.2 38.3 38.3

％ ％ ％

         最高～最低 45.3～35.7 43.6～35.5 44.5～35.6

（事務・技術職員）

（研究職員）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

（医療職員（病院医師））

注：研究職員における一般職員は2人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから記載していない。

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

医療職員（病院看護師）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

賞与（平成２６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）
／医療職員（病院看護師））

一般
職員



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　104.1

・年齢・地域勘案　　　　　　　　111.0

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　104.8

・年齢・地域・学歴勘案　　　　111.5

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

内容項目

対国家公務員
指数の状況

　当センターは地域手当率が6％となっているが、地域手当率の高い東京・
名古屋からの異動者が複数名勤務していることが、給与水準を高くしている
原因の一つと考えられる。割合としては事務全体の38.0％（21名中8名）。ま
た当法人の事務・技術職員には専門職以上の職員について役職手当の支
給対象としている。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31.2％】
（国からの財政支出額3,057,588千円、支出予算の総額9,794,051千円：平
成26年度予算）
【累積欠損額 計上なし(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 42.8％（常勤職員数21名中9名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 52.4％（常勤職員数21名中11名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 36.3％】
（支出総額 9,280,681千円、給与・報酬等支給総額 3,371,737千円：平成25
年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　平成26年度における数値は、国家公務員の水準を上回っている。これ
は、管理職の割合が、高いことが原因だと考える。事務・技術職における管
理職の割合は42.8％と、俸給の特別調整額対象者割合（17.1％） （平成26
年度国家公務員給与等実態調査より）を上回っている。これは専門職以上
の職員について役職手当の支給対象としているためである。
　国の財政支出は、年額3,057,588千円であるが、昨年度より財政支出が減
額されているため、給与水準が国に比べて高いことが直ちに国の財政支出
を増加させることにつながらないものと考える。
　累積欠損もなく、給与水準が国と比べて高いことが欠損金を増加させるこ
とにつながらないと考える。
　また、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は36.3％となっている。

（主務大臣の検証結果）
　地域、学歴を勘案してもなお、国家公務員より高い水準であることから国
民の皆様に納得していただけるよう、一層の給与水準の見直しについて十
分検討していただきたい。

　給与水準の妥当性の
　検証

　対国家公務員指数は、国家公務員の給与等に準じている。当センターも
支給の基準として、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、特
定独立行政法人の業務の実績等その他の事情を考慮して定められている
ため、平成２７年度の対国家公務員指数は、平成26年度とほぼ同様となるこ
とが見込まれる。国家公務員の研究職員の給与、民間機関の研究職員の
給与、当法人の研究職員確保の状況や確保できない場合に法人の事業運
営に与える影響等を総合的に考慮した上で、非常勤職員への切替及びア
ウトソーシング化、非効率となっている部門の整理・集約等を進めていくとと
もに、適切な給与水準の確保について検討を行い、平成２７年度（平成２８
年度公表）までに対国家公務員指数が地域・学歴勘案で概ね111以下とな
るよう努力していく。



○研究職員

・年齢勘案　　　　　　　　　　　97.3

・年齢・地域勘案　　　　　　　　99.8

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　96.6

・年齢・地域・学歴勘案　　　　99.8

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国家公務員より低い水準である。

項目 内容

講ずる措置

対国家公務員
指数の状況

　対国家公務員指数は、国家公務員の給与等に準じている。当センターも
支給の基準として、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、特
定独立行政法人の業務の実績等その他の事情を考慮して定められている
ため、平成２７年度の対国家公務員指数は、平成26年度とほぼ同様となるこ
とが見込まれる。引き続き、研究推進のための職員配置を行う等、法人の業
務の実績を考慮し、社会一般の情勢に適合した給与水準となるよう適切に
対応していく。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31.2％】
（国からの財政支出額3,057,588千円、支出予算の総額9,794,051千円：平
成26年度予算）
【累積欠損額 計上なし(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 93.3％（常勤職員数30名中28名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 100.0％（常勤職員数30名中30名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 36.3％】
（支出総額 9,280,681千円、給与・報酬等支給総額 3,371,737千円：平成25
年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取り組みが行われているものと認
められる。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

　給与水準の妥当性の
　検証



○医療職員（病院医師）

・年齢勘案　 117.4

・年齢・地域勘案　 113.8

・年齢・学歴勘案　　 117.4

・年齢・地域・学歴勘案 113.8

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　以下の4点について給与水準を高くしている原因と考えられる。
①国の病院医師に対する初任給調整手当においては、医師確保が困難な
地方の手当額がより高くなる制度となっており、当センターにおいてもほぼ
準ずる制度（医師手当）を導入しているところであるが、当センターの地域手
当級別支給割合が5級地に該当することから、国の病院医師の手当額より
増加していること。
（医長以上の平均年齢が55歳であったため、その年齢として算出した場合、
国の手当：134,000円（人事院規則九―三四（初任給調整手当）より）、
当センターの手当：233,400円となり、高くなっている。）
②管理・監督的立場にある医長以上の職員の給与は、有能な人材を登用
し、法人全体の業績向上に繋がるよう、業績反映をより徹底させ、貢献度に
見合う給与を支払うために国の医師よりも月例年俸が高い年俸制としている
こと。
（国の平均給与：13,151千円　法人の平均給与：14,961千円）
③医長以上の医師において、勤務成績が良好な医師について、業績手当
を増額できる仕組みを導入していること。
（医長以上の医師全体として平成26年度で700万円程の増額）
④医長以上の医師においては、病院における管理職として、国の俸給の特
別調整額に準じた役職手当の支給対象としていること。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置

　対国家公務員指数は、国家公務員の給与等に準じている。当センターも
支給の基準として、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、特
定独立行政法人の業務の実績等その他の事情を考慮して定められている
ため、平成27年度の対国家公務員指数は、平成26年度とほぼ同様となるこ
とが見込まれる。国家公務員の病院医師の給与、民間医療機関の病院医
師の給与、当法人の病院医師確保の状況や確保できない場合に法人の事
業運営に与える影響等を総合的に考慮した上で、医療サービスの低下を招
かないための職員配置及び診療報酬施設基準の維持・取得のための職員
配置を進めていくとともに、適切な給与水準の確保について検討を行い、平
成27年度（平成28年度公表）までに対国家公務員指数が地域・学歴勘案で
概ね113以下となるよう努力していく。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31.2％】
（国からの財政支出額3,057,588千円、支出予算の総額9,794,051千円：平
成26年度予算）
【累積欠損額 計上なし(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 62.8％（常勤職員数43名中27名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 100.0％（常勤職員数43名中43名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 36.3％】
（支出総額 9,280,681千円、給与・報酬等支給総額 3,371,737千円：平成25
年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
平成26年度における数値は、国家公務員の水準を上回っている。これは、
管理職の割合が、高いことが原因だと考える。病院医師における管理職の
割合は62.8％と国の俸給の特別調整額対象者割合14.9％ （H26年度国家
公務員給与等実態調査より）を上回っている。医長以上の医師において
は、病院における管理職として、国の俸給の特別調整額に準じた役職手当
の支給対象としているためである。
　また、民間医療法人の医師の年間平均給与額は、15,897千円（平成25年
度実施第19回医療経済実態調査（2年に1回調査））であり、当法人が必要
な人材を確保するためには、競合する業種に属する民間事業者、他法人等
の給与水準と比較し、この程度の給与水準とする必要がある。
　　国の財政支出は、年額3,057,588千円であるが、昨年度より財政支出が
減額されているため、給与水準が国に比べて高いことが直ちに国の財政支
出を増加させることにつながらないものと考える。
　累積欠損もなく、給与水準が国と比べて高いことが欠損金を増加させるこ
とにつながらないと考える。
　また、支出総額に占める給与、報酬支給額割合は36.3％となっている。

（主務大臣の検証結果）
　医師の確保は、医療の質の向上、安全の確保等に不可欠であり、また、
病院経営上においても、医業収益等の確保にかかる基本的かつ重要な事
項であるため、医師の給与水準については、特に配慮すべきと考えられる。
　今後とも、医師の確保状況等を考慮した上で、より適正な給与水準の在り
方について、必要な検討を進めていただきたい。



○医療職員（看護師）

・年齢勘案　 98.8

・年齢・地域勘案 98.9

・年齢・学歴勘案　 97.9

・年齢・地域・学歴勘案　 97.1

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　国家公務員より低い水準である。

項目 内容

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合 31.2％】
（国からの財政支出額3,057,588千円、支出予算の総額9,794,051千円：平
成26年度予算）
【累積欠損額 計上なし(平成25年度決算) 】
【管理職の割合 18.2％（常勤職員数176名中32名）】
【大卒以上の高学歴者の割合 15.3％（常勤職員数176名中27名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合 36.3％】
（支出総額 9,280,681千円、給与・報酬等支給総額 3,371,737千円：平成25
年度決算）

【検証結果】
（法人の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取り組みが行われているものと認
められる。

　給与水準の妥当性の
　検証

講ずる措置

　対国家公務員指数は、国家公務員の給与等に準じている。当センターも
支給の基準として、国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、特
定独立行政法人の業務の実績等その他の事情を考慮して定められている
ため、平成２７年度の対国家公務員指数は、平成26年度とほぼ同様となるこ
とが見込まれる。
引き続き、医療サービスの低下を招かないための職員配置及び診療報酬
施設基準の維持・取得のための職員配置などの必要な措置を行うなど、法
人の業務の実績を考慮し、社会一般の情勢に適合した給与水準となるよう
適切に対応していく。

（主務大臣の検証結果）
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

○比較対象職員の状況
・研究職員
年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の2人及び年俸制適用者に係
る①表（同）の常勤職員欄の28人 計30人
30人の平均年齢50.3歳、平均年間給与額9,729千円

・医療職員（病院医師）
年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の16人及び年俸制適用者に
係る①表（同）の常勤職員欄の27人 計43人
43人の平均年齢50.6歳、平均年間給与額15,184千円
独立行政法人化に伴い、組織改編や併任発令等により適正配置を行っている。



４　モデル給与
〇　22歳（大卒初任給、独身）
月額　174,200円　　年間給与　2,794,000円

〇　35歳（課長　配偶者・子1人）
月額　444,776円　　年間給与　7,079,000円

〇　45歳（部長　配偶者・子2人）
月額　659,214円　　年間給与　10,928,000円

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

 職員が業務で発揮した能力、適性、実績等を評価し、職員の給与に反映させるとと
もに、業務遂行意欲の向上を図る業績評価制度を導入しており、当該制度の適切な
運用を行うことにより優秀な人材の定着を図り、人事制度へ活用することにより、セン
ター全体の能率的運営につなげている。 
 また、今後についても業績評価制度を継続して行っていく。 



Ⅲ　総人件費について

平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 309,139 418,345 500,858 532,471 554,646
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

人件費の主な増減要因

   ○給与、報酬等支給額の主な増減要因

　　　平成26年度における総人件費は36.1億円であり、平成25年度の人件費と比較すると、

　　　2.4億円の増となっている。

. 人事院勧告による給与規程の改正(+41.9百万円)

. 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律適用終了

に対する増加（+94.6百万）

. 安全かつ良質な医療に向けた看護師確保対策 (+12.4百万円)

. 診療体制強化による医師等の確保対策(+90.0百万円)

. 優秀な研究者の人材の確保対策(+1.1百万円)

　○最広義人件費の主な増減理由

. 非常勤研究者及びその補助者などの非常勤職員の増によるもの

. 福利厚生費の増によるもの

. 職員の退職に伴う支給額の増加によるもの

　なお、「国家公務員の退職手当の支給水準引き下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）

に基づき、下記のとおり退職規程を改正している。

（役員に関する講じた措置の概要）

退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年1月1日から適用

・　平成25年1月1日から同年9月30日まで　　97.35/100

・　平成25年10月1日から26年6月30日まで　91.35/100

・　平成26年7月1日以降　　　　　　　　　　　　 86.35/100

（職員に関する講じた措置の概要）

退職者一律で調整率を下記のとおり平成25年2月1日から適用

・　平成25年2月1日から同年9月30日まで　　98/100

・　平成25年10月1日から26年6月30日まで　92/100

・　平成26年7月1日以降　　　　　　　　　　　　 87/100

Ⅳ　その他

特になし

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与
698,437402,597

3,829,631

173,025

5,040,263

退職手当支給額

2,953,520 3,232,714
給与、報酬等支給総額

3,614,155

区　　分

福利厚生費

547,929

4,197,528

670,118

4,595,956

3,371,737

115,810

676,727

4,696,745

3,042,864

192,266164,375 188,390
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